
○明和町民を特殊詐欺等から守る条例 逐条解説 

 

（目的） 

第１条 この条例は、町、町民、事業者等が一体となって、特殊詐欺等の被害を

防止するための活動を推進し、家族及び地域のきずなを強め、安全で安心して

暮らすことのできる町民生活の実現を図ることを目的とする。 

本条は、町、町民、事業者の責務等基本的な事項を定め、施策を総合的かつ計

画的に推進するという、「明和町民を特殊詐欺等から守る条例」（以下条例とい

う。）の目的を定めるものです。 

条例が目指すものは、「特殊詐欺等の被害を防止するための活動を推進」する

ことと、「安全で安心して暮らすことのできる町民生活の実現を図ること」の２

つになります。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１）オレオレ詐欺 親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事

故に対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る又は脅し取る行為をいう。 

（２）預貯金詐欺 親族、警察官、銀行協会職員等を装い、キャッシュカードの

交換手続が必要である等の名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預

貯金通帳等をだまし取る又は脅し取る行為をいう。 

（３）キャッシュカード詐欺盗 警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装っ

て被害者に電話をかけ、キャッシュカードが不正に利用されているなどの名目

により、キャッシュカードを準備させた上で、隙を見るなどし、キャッシュカ

ード等を窃取する行為をいう。 

（４）架空料金請求詐欺 未払の料金があるなど架空の事実を口実とし、金銭等

をだまし取る又は脅し取る行為をいう。 

（５）還付金詐欺 税金還付等に必要な手続を装って被害者に現金自動預入払出

兼用機（以下「ＡＴＭ」という。）を操作させ、口座間送金により財産上の不

法の利益を得ようとする行為をいう。 

（６）ＳＮＳ型投資詐欺 主としてＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービ

ス）その他の非対面での手段により欺いて投資を勧め、投資名目で金銭等をだ

まし取る行為をいう。 

（７）ＳＮＳ型ロマンス詐欺 ＳＮＳその他の非対面での連絡手段を用いて被害

者と複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ、金銭等をだまし取

る行為をいう。 



（８）類似詐欺 （１）～（７）の類型に該当しない特殊詐欺。 

（９）特殊詐欺等 オレオレ詐欺、預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗、架空

料金請求詐欺、還付金詐欺、ＳＮＳ型投資詐欺、ＳＮＳ型ロマンス詐欺及び類

似詐欺をいう。 

（１０）町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。 

（１１）事業者等 町内において事業を行う個人又は法人であって、次に掲げる

ものをいう。 

ア 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法

律（平成 19年法律第 133号）第 2条第１項に規定する金融機関 

イ 自己が所有し、又は管理する土地又は建物にＡＴＭを設置させている者 

ウ 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第３９条第１号に規定す

る貨物自動車運送事業者（当該貨物自動車運送事業者のための貨物運送に係

る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者を含む。） 

エ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の

不正な利用の防止に関する法律（平成１７年法律第３１号）第２条第３項に

規定する携帯音声通信事業者、同法第６条第１項に規定する媒介業者等及び

同法第１０条第１項に規定する貸与業者 

オ 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第３号に規定する

宅地建物取引業者（宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介をす

る行為を業として行う者に限る。） 

カ アからオまでに掲げる者のほか、特殊詐欺等の犯行の態様に鑑み、当該犯

行の手段として利用され、又は利用されるおそれがある商品等の流通及び役

務の提供を業として行う者 

 本条は、主要な用語について定義するものです。 

 

（運用上の注意） 

第３条 この条例の運用に当たっては、町民及び事業者等の権利を不当に侵害し

ないように留意しなければならない。 

本条は、本条例の運用にあたり、誤った解釈や過剰な適用によって、町民や事

業者等の基本的な権利が不当に侵害されることを防ぐため、特に注意を払い、怠

慢や不作為などが生じないよう意識的に配慮することを定めています。 

 

 

 

 

 



（町の責務） 

第４条 町は、次に掲げる責務を有するものとする。 

（１）特殊詐欺等の被害防止に関する総合的な施策及び取組を実施すること。 

（２）前号の施策及び取組を推進するために、町民及び事業者等と連携して、被

害防止に向けた効果的な活動を実施すること。 

（３）町民、事業者等及びこれらの者が組織する団体（以下「団体等」とい

う。）に対して特殊詐欺等の発生状況その他被害防止に関する有用な情報を提

供すること。 

（４）被害防止に関する団体等の関心及び理解を深めるため、効果的な広報及び

啓発活動に努めること。 

（５）団体等が行う被害防止に関する自主的な活動について必要な支援を行うよ

う努めること。 

本条は、特殊詐欺等による被害を防止するため、町が果たすべき責務について

町の責務を定めるものです。 

（１）町は特殊詐欺等の被害防止を目的に、全体的かつ体系的な施策を構築し、

これを実行する責務があります。この「総合的な施策及び取組」とは、法的、

運用的、教育的観点を包含した広範な対策を指します。具体的には予防対策の

策定、教育や啓発活動の実施、被害防止のための実務的な仕組みの改善などが

含まれます。 

（２）町は（１）で示された施策を推進する過程において、町民、事業者等との

協力及び連携を必要とします。ここでは、個人や企業が特殊詐欺等を防止する

取り組みに関与しやすいよう情報共有や実際の活動を共同で行うことが求めら

れます。「効果的な活動」とは、例えば防犯キャンペーンの共同開催、訓練、

地域のパトロール強化などが該当します。 

（３）町は、特殊詐欺等の最新の発生状況や手口、被害防止に役立つ情報を町

民、事業者及び団体等に対して提供する義務があります。情報共有によってこ

れらの主体が迅速かつ適切に対応できる環境を整備することが目的です。有用

な情報の例としては、詐欺事案の手口分析、注意喚起が必要な地域情報、警察

から提供された緊急情報などが挙げられます。 

（４）町は、団体等が特殊詐欺被害防止に関心を持ち、またその重要性を理解す

るよう促進するため、広報及び啓発活動を行う責務があります。ここでの「効

果的な広報及び啓発活動」とは、ニュースレター、イベント、ＳＮＳを活用し

た情報発信など、対象に応じた適切な伝達手段を指します。また、教育的な啓

発素材の提供に加え、実際の活動への参加を促すような働きかけも含まれま

す。 



（５）町は、団体等が自主的に取り組む特殊詐欺被害防止活動に対して、必要な

支援を提供するよう努める責務があります。「必要な支援」とは、具体的には

活動に必要な情報の提供、啓発物品や場所の提供などが考えられます。町の支

援を通じて、団体等の主体的な活動がより効果的に実施され、地域全体の詐欺

被害防止能力が向上することが期待されます。 

 

（町民の責務） 

第５条 町民は、町が実施する被害防止に関する施策及び取組に協力するよう努

めなければならない。 

２ 町民は、前条第３号の情報の提供を受けたときは、必要に応じて親族及び近

隣住民と情報共有に努めなければならない。 

３ 町民は、事業者等が町民に対し被害防止に関する注意を喚起したときは、こ

れを踏まえた上で、適切な行動をとるよう努めなければならない。 

本条は、町民が、行政や地域の被害防止活動に協力し、情報を適切に扱い積極

的な行動をとることを求めた総合的な規定です。「努めなければならない」とい

う表現の使用から、町民の任意の協力を尊重しつつ、責務として認識する必要性

を強調しています。 

第 1項 町民が、地域の安全や被害防止を目的とした行政施策に主体的に関与

すべきことを定めています。「努めなければならない」という表現により、協力

は法的拘束力はないものの、道義的な責務であることが強調されています。これ

により、町と町民が一体となって防止策を推進し、地域の安全を確保することを

目的としています。 

第２項 町民が、「前条第３号」による情報の提供を受けた際、個人的に留め

るのではなく、親族や近隣住民と共有することを推奨しています。このことによ

り、地域全体に迅速かつ適切な情報共有がなされることを期待しています。 

第３項 町民が事業者等から提供される情報に応じて対応する義務について定

めています。町民はその内容を理解し、情報を積極的に利用することを求められ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（事業者等の責務） 

第６条 事業者等は、被害防止への関心及び理解を深めるとともに、町が実施す

る被害防止に関する施策及び取組に協力するよう努めなければならない。 

２ 事業者等は、商品等の流通及び役務の提供に際し、特殊詐欺等の手段に利用

されないための措置を講じるとともに、被害防止に関する町民への注意の喚起

及び広報を行うよう努めなければならない。 

本条は、事業者等が被害防止の取組において、地域社会に対する責務を担うべ

きことを定めた規定です。事業者等は町民の安全を脅かすリスクを管理し、地域

全体での被害予防を促進する役割を担っていることになります。「努めなければ

ならない」という表現から、法的拘束力はないものの、社会的な責務として高い

認識が求められる内容となっています。 

第１項 この条項では、事業者等の責務として、被害防止に関する施策への積

極的な関与が求められています。事業者等は、被害防止について関心を持ち、理

解を深めることが必要です。さらに、町が進める施策に協力することで、地域全

体の安全向上に資する役割を果たすことが期待されています。「努めなければな

らない」という表現は、法的な義務ではなく道義的責務としての側面を強調して

います。 

第２項 この条項では、事業者等が商品やサービスを提供する際に、犯罪から

町民を守るための具体的な対策を講じる責任について規定しています。具体的に

は、店頭での呼びかけ、ポスター等の掲示、ウェブサイトやＳＮＳでの情報共有

などにより、商品・サービスを利用している町民だけでなく、広く一般町民に注

意を促すことを求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（被害防止に関する事業者等及び町民の義務等） 

第７条 事業者等は、特殊詐欺等の犯行の態様を考慮し、町民が携帯電話機等を

使用して通話しながらＡＴＭを操作することを禁止するため、次の措置を講じ

るよう努めなければならない。 

（１）正当な理由なく携帯電話機等による通話をしながらＡＴＭを操作するこ

とを禁止する旨を、設置するＡＴＭの本体等当該ＡＴМを利用しようとす

る者が容易に確認できる場所に掲示すること。掲示方法としては、ポスタ

ー、はり紙その他これらに類する物を掲示するか、モニター画面に表示す

ることとする。 

（２）金融機関の店舗出入口付近や壁面、床面等当該店舗を利用しようとする

者が視認しやすい場所に、ポスターや立看板その他これらに類する物を掲

示、又は設置すること。 

２ 町民及び町内においてＡＴＭを利用する者は、前項の規定により事業者等

が講ずる措置に従い、正当な理由がない限り携帯電話機等で通話をしなが

らＡＴＭを操作してはならない。 

３ 町民は次のいずれかに該当する場合、警察官に通報するよう努めなければ

ならない。 

（１）その言動から特殊詐欺等の被害に遭うおそれがある者を発見したとき。 

（２）自己、家族、親族、近隣住民その他の者が、特殊詐欺等と疑われる電

話、郵便物等を受けたとき。 

４ 事業者等は、商品等の流通又は役務の提供に際し、特殊詐欺等により現に

被害が生じ、又はまさに生ずるおそれがあると認めた場合は、速やかに警

察官に通報する等必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

本条は、特殊詐欺被害の防止を目的に、事業者等と町民それぞれが果たすべき

役割と義務を明示しています。事業者等には被害の予防を促す具体的な措置や警

察への迅速な通報が求められ、町民には携帯電話等による通話をしながらのＡＴ

М操作をしてはならない義務や詐欺を疑いがあれば通報する責任が課されていま

す。 

第１項 事業者に対して、特殊詐欺の防止を目的とした具体的な義務を課し

ています。特殊詐欺等では、被害を加える犯行の手段として、頻繁に「携帯電

話等による通話」が用いられるという特徴があります。これに対応するため、

事業者等に対し警告や注意喚起を促す措置を求めています。具体的には以下の

点を講じることが求められています。 

１．ＡＴＭの操作を行う顧客が視認しやすい場所にポスターやはり紙などを掲

示する、もしくはモニター画面に表示する。 



２．店舗出入口や店内の壁面など目につきやすい場所に立看板や掲示物を設置

する。 

第２項 町民及び町内においてＡＴＭを利用する者に対する義務を定めてい

ます。特殊詐欺の多くが、携帯電話等による通話を通じた指示により資金をＡ

ＴＭから振り込ませる手口で行われるため、町民には「正当な理由がない限り

携帯電話機等で通話をしながらＡＴＭを操作」するという行為が禁止されてい

ます。事業者等が掲示した警告や注意事項について、町民はこれに従い、携帯

電話等で通話をしたままのＡＴＭ操作を避けるべきとしています。本項の目的

は、詐欺被害を未然に防ぐという実効的な対策であり、町民自ら詐欺行為の被

害者とならないために必要な行動基準を示しています。 

第３項 町民が特殊詐欺の被害防止に役立つ情報を警察に通報するよう努め

ることを求めています。具体的な例は以下の通りです。 

 １．特殊詐欺による被害を受ける可能性がある人物を発見した場合 

 ２．自分自身または家族などが特殊詐欺の可能性がある連絡（電話や郵便物

など）を受けた場合 

通報は義務ではなく「努めなければならない」と規定していますが、町民の

自発的な通報が促され、警察の迅速な対応による詐欺被害の防止が期待されて

います。 

第４項 事業者等に対し、特殊詐欺の実際の被害発生又は被害が発生しそう

な場合に速やかに警察に通報する等必要な措置を講じる義務を明示していま

す。この規定により、事業者等は詐欺被害への対応において、町民を守る積極

的な役割を果たすことが期待されています。 

 

（プリペイド型電子マネー販売時の措置） 

第８条 店舗において、顧客の面前でプリペイド型電子マネー（前払式支払手段

に関する内閣府令（平成２２年内閣府令第３号）第１条第３項第５号に規定す

る番号通知型前払式支払手段に係る番号等が記載された証票をいう。以下「電

子マネー」という。）を販売する事業者は、特殊詐欺等の被害を防止するた

め、次に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。 

（１）電子マネー販売事業者の店舗に設置するレジスター又はその付近におい

て、ポスター、はり紙その他これらに類する物を掲示又はレジスターの

画面に表示すること。 

（２）電子マネー販売事業者の店舗に設置するレジスター又はその付近におい

て、電子マネー購入者が特殊詐欺等の被害に遭うおそれがないかどうかの判

断に必要な事項を記載した書面等を備え付けること。 



２ 電子マネー販売事業者は、電子マネー購入者が特殊詐欺等の被害に遭うお

それがあると認めたときは、速やかに警察官へ通報する等必要な措置を講

じるよう努めなければならない。 

本条は、プリペイド型電子マネーが特殊詐欺に悪用される状況を踏まえ、販売

事業者に対して、被害防止に関する具体的な取組を規定しています。 

 第１項  

 （１）電子マネーは特殊詐欺の支払い手段として悪用されています。そのた

め、電子マネーを販売する店舗内での注意喚起が重要です。この規定では、顧

客が容易に見える場所にポスターやはり紙を掲示又はモニターへの標示が義務

付けられています。このような掲示物を通じて警告を提供し、顧客に対して詐

欺被害のリスクを喚起することを目的としています。 

 （２）本号では、単なる注意喚起だけでなく、具体的な判断材料を提供するた

めの書面等の設置を求めています。この「書面等」は、購入者が詐欺被害に遭

う可能性があるかどうかを自己判断できるような情報を含んでいる必要があり

ます。店舗における書面の備え付けにより、購入者が自身の購入行為を冷静に

見つめなおす機会を提供することを目的としています。 

 第２項  

事業者等が、購入者が詐欺被害に遭う恐れがあると判断した場合、警察への

通報を努力義務としています。具体的には、疑わしい購入者の言動が見られた

場合など、速やかに警察に通報するよう努力しなければならないとしていま

す。個々の事案に応じた柔軟な対応も含まれます。これにより、詐欺が進行中

の場合でも迅速に介入できる体制を構築し、詐欺被害を未然に防ぐことが可能

です。 

 

（県への協力） 

第９条 町は、三重県が実施する被害防止に関する施策について必要な協力を行

うものとする。 

 省略 

（警察との連携） 

第１０条 町は、第４条第３号の規定による情報の提供又は同条第５号の規定に

よる支援その他の被害防止に関する施策を行うに当たっては、三重県松阪警察

署（以下「松阪警察署」という。）との連携を図るものとする。 

２ 町は、松阪警察署が実施する被害防止に関する施策について、必要な協力を

行うものとする。 

 省略 


